
 

 

 

 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について 

１ 概要  

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した

方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に

対して、１世帯当たり 10 万円の現金を給付する。 

 

２ 対象者 

㋐ 基準日（令和３年 12 月 10 日）において立川市に住民登録があり、かつ世

帯全員の令和３年度分の住民税均等割が非課税である世帯。生活保護世帯も対

象に含む。※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く 

㋑ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和３年１月１日から令和４

年９月 30 日までの間で家計が急変し、世帯全員のそれぞれの１年間の収入見込

額が、住民税非課税水準に相当する額以下である世帯（家計急変世帯）。申請先

は申請時点での住所地市町村。 

 

３ 住民税非課税世帯等 

(発送件数  22,285 件…１月 31 日時点) 

(返送件数 約 17,000 件…２月 22 日時点) 

 

４ 家計急変世帯 

(受付件数    65 件…２月 22 日時点) 

 

５ 給付状況 

第１回目口座振込   住民税非課税世帯等 7,126 世帯 

(２月 22 日)   家計急変世帯          23 世帯 

第２回目口座振込   住民税非課税世帯等 9,277 世帯 

(３月１日)    家計急変世帯          18 世帯 

 

６ 日程 

１月１７日 臨時特別給付金コールセンターを設置(２階 教育長室前) 

１月２５日 1/25 号広報に記事を掲載（ホームページも更新） 

１月３１日 非課税世帯宛に確認書を発送 

２月 ９日  家計急変世帯。本庁舎窓口受付開始 

２月２２日 第１回目の口座振込日（決定通知書を発送） 

３月 １日 第２回目の口座振込日（決定通知書を発送） 

９月３０日 家計急変世帯給付金申請期限    

令 和 ４ 年 ３ 月 ３ 日 
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